
表馳 錺1ご　　二書

審査請求人

代理人

上記審査請求人かも平成19年５月７日付けで提起の生活保護法（昭和25年
法律第!44 号。以下 「法」という。）に基づく審査請求人（以下「請求人:」
とい/う。）が同年３月20 日付けで行った保護の変更申請に係るみなし却下処
分（以下「本件処分（１）」とい う。）及び平成19年４月26 日付けの保護変
更決定処分（以下「本件処分（２）」とい/う。）に対する審査請求1にりいて、
次のとおり裁決します。　　　　　　　　 十　　　　　　　　　　 ・

主 文　　 二　　　　 ＼　　　 。-
１　本件処分（１）についての審査請求を却下する。　一
２　京都市醍醐福祉事務所長が平成19年４月26日付けで審査請求人に対し
て行った本件処分･（２）を取り･消す。　ご　　　　　　　　づ

理 由　　　　　　　　　 ∧　　　　　　　　　　　　　　　　 二

］ﾚ　 審 査 請 求 の 趣 旨　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　 卜　　　　 ＝

∇ 請 求 人 は 、 京 都 市 醍 醐 福 祉 事 務 所 長 （以 下 「 処 分 庁 」＼と い う 。） が 行 っ

た 本 件 処 分 （ １ ） 及 び 本 件 処 分 （ ２ ） に 対 し 、 次 の 理 由｡か ら 処 分 の 取 消 し

を 求 め る も の で あ る’。　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　 犬　　　 ノ　　　･｡

･（ 理 由 ）ﾉ　　　　　 し　　　　　　　　　　　　 ／　　 、

平 成16 年 ９ 月= ５ 日 以 旆 、 審 査 請 求 人 は 、 長 女 及 び 次 女 と ３ 人 で 生 活 し て

い た に も か か わ ら ず 、 別 居 し で い た 請 求 人 の 夬/ （以 下 「夫 」 と い う
Ｏ
）⊃を

■　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ･　・　　　　　　　　　　　Ｉ世 帯 員 か ち 除 外 せ ず 、 世 帯 認 定 を 誤 っ た 本 件 処 分･ （ １ ） は 、 違 法 又 は 不 当

で あ る 。　　　　　　 ト　 ト　
ト　　　　 ト　 ＼　　　　　　　　 ‘’　 丁

な お 、 平 成19 年 ３ 月21 日 、 請 求 人 は 保 護 変 更 申 請 書 を 処 分 庁 に 提 出 し た

が 、 処 分 庁 か ら は 、30 日≒以 上 経 過 し た に も か か わ ら ず 書 面 に よ る 決 定 が 行
。　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　・　　　　　　　　　　Ｉ Ｉ　　　　・　１．二わ れ な か う た の で 、 法 第24 条 第 ４ 項 に よ り 当 該 申 請; は 却 下 さ れ た と み な さ

れ る 。　　　　　　　　 十　　　 卜　　　　 ▽　　　 ご　　　　　　 ＼　　　　 二

卜　 ま た 、=住 宅 扶 助 を 削 除 す るﾚ平 成19 年 ４ 月26 日 付､け の 本 件 処 分 （ ２ ） は 、

貲 稽 人 名 義 を 過 度 に 考 慮 ・ 評 価 し 、ヶ請 求 人 丐）居 住 が 脅 か さ れ て い る 状 態 を



‘Ｅ
卜
阮
旨

考慮しないなど、扶助の要否について法の解釈・適用を誤ったもので、違
法又は不当である。　　　　　　　　卜

２　 処 分 庁 の 弁 明 め 要 旨　　　　　　　　
卜
卜

（ １ ） 生 活 保 護 法 に お け る 世 帯 と は 、 保 護 が 経 済 的 援 護 を 主 体 と す る と こ ろ

か ら 、 主 に 生 計 の 同 一 性 に 着 目 し て 、 社 会 生 活 上 現 に 家 計 を 共 同 に し て

＼　消 費 生 活 を 営Iん で い る と 認 め ら れ る 一 つ の 単 位 を 指 し て い る 。　　 ／
そ し て 民 法 （ 明 治29 年 法 律 第89 号 ） 第752 条 に お い て 、 夫 婦 に は 扶 助

義 務 が あ る こ と か ら 、 夫 婦 関 係 の 解 体 が 明 白 で あ る 場 合 を 除 い て は 、 夫
婦 は 原 則 と し て 同 一 世 帯 に 属 し て い る と 判 断 す べ き も の と 考 え ら れ る

ｏ、　　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
丶（ ２ ） 夫 が 依 然 と し て 請 求 人 宅 の 名 義 を 保 有 し 続 け て お り 、 生 活 の 本 拠 を 移

し た こ と が 明 ら か で な い こ と 、 生 活 費 の 支 給 額 等 に つ い て は 互 い の 主 張

に 相 違 は あ る も の の 、 夫 か ら 請 求 人 に 対 し 生 活 費 が 渡 さ れ て い る こ と 、
請 求 人 宅 と 夫 の 実 家 が 直 線 距 離 に し て 約250  m の 場 所 に あ り 、 夫 の 行 き

来 が あ る こ と か ら 、 夫 が 実 家 で 生 活 し て い た と し て も 、 同 一 生 計 に な い

こ と が 明 白 で は な い と 判 断 し て い た 。　 ▽　　 ∧
（13 ） ま だ 、 世 帯 員 の 一 人 が 自 己 の 得 た 収 入 を 自 ら の 生 活 費 等 にく消 費 し て い

＼ る 事 実 が あ る と し て も 、 そ の こ と は そ の 者 を そ れ 以 外 の 者 と 別 世 帯 と し

ヽ て 認 定 す る 決 定 的 な 要 素 と は な ら な い 。　･･｡･｡ ・｡･　　　　　　　　･･　･･
（ ４ ） 処 分 庁 は 、 平 成19 年 ３ 月26 日 に 受､理 し た 生 活 保 護 変 更 申 請 書 を 受 け √

改 め て 請 求 人 及 び 夫 に 対 す る 調 査 を 行 っ た 結 果 、 夫 が 誚 求 人 宅 と は 別 に
●　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　・

生 活 の 本 拠 を 設 け た こ と が 明 ら か に な う た こ と か ら 、 こ の 時 点 で 生 計 が

同 一 で な い こ と が 明 白 に な っ た と 判 断 し 、 平 成19 年4  £26 日 付 け や 夫 を

世 帯 か ら 削 除 し 、 世 帯 員 の 減 少 に よ り 最 低 生 活 費 の 変 更 決 定 処 分 を 行 っ

た 。 し た が っ て 、30 日 以 上 経 過 し た に も か か わ ら ず 書 面 に よ る 決 定 を 行

二 っ て い な い と す る 請 求 人 の 主 張 は 失 当 で あ る 。　　　　　　　　　 ／ ＼

（ ５ ） さ ち に 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 、｡･平 成19 年 ４ 月 １ 日 付 け で 保 護 の 基

▽ 準 改 定 、 冬 季 加 算 の 削 除 及 び 給 食 費 の 認 定 に 係 る 保 護 変 更 処 分 を 職 権 に

よ り 行 い 、 保 護 決 定 通 知 書 を 同 年 ３ 月22 日 付 け で 送 付 し て い る 。 同 保 護
変 更 処 分 に づ い て は 、 不 服 申 立 て の 期 間 を 経 過 し 不 可 争 力 が 発 生 し て い

る こ と か ら 、 同 保 護 変 更 処 分 よ り 以 前 の 処 分 で あ 芯 平 成16 年 ９ 月 ５ 日 頃

の 保 護 決 定 処 分 を 変 更 す べ き ど の 主 張 に う い て も 失 当 で あ る 。
（ ６ ） 住 宅 扶 助 と は 、 困 窮 の た め の 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 で き な い 者 に 対 し

て 「住 ま い の 確 保 」 及 び 「補 修 ぞ の 他 住 宅 の 維 持 め た め に 必 要 な も め 」

二I の 範 囲 内 に お い で 行 わ れ る も の で あ る
○　　　　`　　　　　。‘　　　

’　．Ｉ冫･　 。　、　　　　ｌ･

処 分 庁 は 、 請 求 人 に 対 し 、:居 住 を 継 続 す る 意 思 が あ る の で あ れ ば 、/住
居（7）名 義 を 夫 か ら 請 求 人 へ 変 更 す る こ と に よ り 住 宅 扶 臉 を 支 給 す る 決 定

を 行 う 旨 及 び 転 居 が 必 要 な と き は 転 居 に 係 る 費 用 の 支 給 を 行 う 旨 を 教 示

し た が 、 請 求 人 社 、､処 分 庁 に 対 し 、 今 後 現 住 居 の 居 住 を 継 続 す る か 否 か
ー　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　１　　　　・の 判 断 を 示 し て い な い 。　　　　　

し　　　　　 ・　　　　　　 ＼

コ　 こ の た め 、 処 分 庁 と し て は 、 現 に 住 居 に 係 る 需 要 が 発 生 し て い: る と は
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いえないと判断し、平成19年５月/1日付けで住宅扶助を削除することを
決定した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （（７）以上から、本件処分は、適法かつ適正に行われたものであるため、本
件審査請求については、これを棄却すらとの裁決を求める。　　　　＋

3　 請求人の反論の要旨　　　　　　　　　レ　 レ（↓）請求人は、担当ケースワーカーに何度も夫と平成16年９月５日頃以降
別居中であると伝えていた。　　　卜（２）処分庁は、弁明書で世帯め定義を述べ、同一世帯に属するか否かの判
断において、法律上の扶養義務の存在を基準として持ち出しているが、
自JI｡ 丗Ｊ､､７-ｌヽ-･　J_｡丶廴－　　　＝

__ 、－　－　、･･i　-/
卜･-４‰/丶ｗ‾’aj Aj’丶同 一 世 帯 か 否 か は 、 定 義 上 の 「現 に ７ ・ ・ 営 ん で い る 」 と の 文 言 や 『 生

活 保 護 手 帳･（別 冊 問 答 集 ）』 第1, か ら 、 扶 養 義 務 の 存 否 を 基 準 と し て 判
|断 す べ き も の で な く 、 消 費 物 資 の 共 同 購 入 な ど 生 活 の 実 態 を 基 準 と し て
･判 断 す べ き で あ る 。 か か る 基 準 に 照 ら せ ば 、 平 成16 年 ５月 以 降 、 請 求 人
1､４-’ａ夕　　「４r　入　’l　`‘一゙ ”- ” ’

．　．．．,一一　， －/,S C ／・|`‘１‘丶　卩日べl丶ノ丶と 夫 が ， 「社 会 生 活 上 現 に 家 鮃 を 共 同 に し てI 消 費 生 活 を 営 ん で い る 」 と
は 到 底 い え な い こ と は 明 白 で あ る 。　　　　　　I.

（３）夫が請求人に対して、「毎月60,
 000円を渡しでいた」事実はない。平

成17 年12M  9 日当時、夫は、請求人に対してお､おむね１箇月に１回、
30,ぴ00内卜［平成16 年９月末呶の ］二回につ｡いては、60, 000円）の現金入り
の封筒を郵便受けに投げ入れる方法で渡していたほか、家賃を直接支払
＿ヴ丶ヽ ふ_　／-r`-ys£､-ｔ,-゙‐J_･･･ ･ ~ 　一　－　　・つていた（正確な時期は不明ｦであるが一時期途絶えてお､り、現在では通算５箇月分司滞納が生じている。）。それ以外には、オムツ、粉ミルク
等の現物を、不定斯（平均すると１箇月に２回程度）差し入れてくるこ
とがあった。　　　　　　　　　　　　　二
また、夫からの金員は、平成19 年.1月までは30,000 円であったが、同

一年２月分は３月７日に15,(jO(j円が封筒に入れられたのみで、同年３月分
.は、４月13 日亅こ20,000円であっ尭 ．・　　　　　　．

卜　 、十．　　　　レ
(４) 保護変更申請日は、平成19年 汢一升26 日ではなく、遅くとも申請書め到
達した同1月23日である．また、決定通知書の受領は４,月26 日ではなく、

一一　　一一●-･一一’-’●́“J ‘゜  ̂t-*　丶w ｄ` ､″ふ 丶 丶封 書 の 消 印 翌 日 の 同 月28 日 で あ る 。 し た が っ て 、 法 第24 条 第 ４ 項 の 期 間
は 経 過 し て い る

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　=●:　　　I　II　I　　　　　ll　　　　　　　　･|　　・（6 ） 処 分 庁 は
、 「請 求 人 は 、 当 所 に 対 し 、 今 後 現 住 所 の 居 住 を 継 続 す る か

ご二　 否 か の 判 断 を 示 し
て い な い 」 こ と が 住 宅 扶 助 の 削 除 決 定･を 行 っ･た 理 由 で

イ　 あ るノと す る が 、 請 求 人 は 、ぺ
現 に 、 当 該 住 宅 に 居 住 し て お り 、 現 実 に 居 住

し て い る 人 に 対 し て 住 宅 扶 助 を 適 用 す る こ と は 当 然 の こ と で あ る 。

４　 再 弁 明 の 要 旨　　　　　　　　　　　　　　　　　
／　　　　　 レ　　

ご（ １ ） 平 成21 年 ８ 月 ６ 日 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 か ら 府 営 住 宅 家 賃 滞 納 に 係 る 催
告 書 の 卷 し を 受 理 し

、 同 年･ ８勹月亅1 日へ 請 求 人 か ら 、 府 営 住 宅 の 滞 納 状 況
レ　 及 び 家 賃 の 支 払 を 約 束 し て い た 夫 が 平 成19 年 ７ 月20 日 に 支 払 わ な い 旨 申…… し･立 て て い た こ と を 確 認 し た

。
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（ ２ ） 平 成21 年 ８ 月12 日 、 処 分 庁 は 、 請 求 人 宅 の 管 理 者 で あ る 京 都 府 住 宅 供

給 公 社 か ち 、 請 求 人 の 滞 納 額 が 、 平 成19 年 ６ 月 か ら 同 年1L 月 ま で の 間 の
コ 合 剴仁 三 回 ］円 で あ る こ と を 聴 取 し た ．　　　　　 十　　　　　　　 ∧

（ ３ ） 平 成21 年10 月 り 日 、 処 分 庁 は 請 求 人 世 帯 に 対 し 、 平 成19 年 ６ 月 分 か ら
同 年IL 月 分 ま で の 住 宅 扶 助 費115,  9G0R を 支 給 す る 決 定 を 行 い 、 決 定 通
知 書 を 請 求 人 宅 へ 送 付 し た

Ｏ･　　　●　’･ －　
・　　　　

．■　　　　　　．
、　　　・　　　

・　　Ｉ¶－　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　」　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 、
（ ４ ） 以 上 か ら 、 当 時 に お い て 請 求 人 の 債 務 と し て 発 生 し て い た 滞 納 家 賃 に

対 し 、 住 宅 扶 助 費 を 支 給l ．て い る た め 、 請 求 人 の 主 張 に は 理 由 が な く 、
し　 棄 却 の 裁 決 を 求 め る ．　＼

５　再反論の要旨ご　　　　　　　　　　　　 卜　　　　　　　　 十
匸本件処分（２）については処分を撤回していると考えられるが 、本件処
分（１）については正当性がなく、違法又は不当であることにはかわりが
ない。　　　　　　　　　　　卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　　＝

６　ﾚ審査庁の認定事実及び判断　　　　　　　　　　　　　　　 １　　　　　：
（１）　認定事実　　　　　　　　　　　　　　　　

エ　　　 ニ
ア　請求人は、処分庁に、夫及びその子３人を合わせた５人世帯として
法に基づく保護を申請し、処分庁は、平成14年12月26 日付けで請求人
世帯め保護を開始した６　･･ ．．･．・　　　．．　　　　　･･

イ　 平成19年３月26 日、処分庁は√請求人から、平成16年９月５日頃に
十　遡って夫を世帯から除外し、３人世帯として保護を決定するように求

める保護変更申請書を受領した．　　 十　　　　　 ＼
ウ　平成19 年4月25 日、処分庁は、二同年４月８日頃から夫が実家を出て
転居していること及び住居の賃料について支払を行っていた夫かも平

十 成!9年２月 以降は賃料を滞納していることを確認し、同月26日付けで
請求人世帯から夫を削除する保護変更決定を行らた．また、同日付けｊ
で請求人世帯の住宅扶助費29, 200円を削除する本件処分（２）を行う

、ことを決定した．そして、夫を世帯から削除した保護変更決定に係る
決定通知書と本件処分（２）に係る決定通知書を４月26 日に投函し、
同月28 日請求人に到達した．　　　　．　　　　　　　　　　 十

工　 平成19年５月１日以降、請求人世帯は、月額賃料29, 200円の府営住
|こ居 七攻

オ　平成iり年12月13 日、請求人が処分庁に継続居住承認について誓約書
を提出したため、処分庁は同年12月１日から、住宅扶助費を支給する
保護変更決定処分を行った。　ト

カ　平成21年8 二月12日、処分庁は、請求人宅の管理者である京都府住宅
卜 供給公社から、ﾚ請求人の滞納額が、平成19年６月から同年11月までの
禺把)合計匚Ξ コ1円瀝あるこ とを聴取した。　　　　　　　　　 ＼
キ　平成21年10月９ 日 、 処分庁味請求人世帯に対し、平成19年６涯分がI
ら同年IIし月分までの住宅扶助費115,900 円を支給する決定を行い、決
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定 通 知 書 を 請 求 人 宅 へ 送 付 し た 。　　　 卜　　　　　　　 ／
（ ２ ）　 判 断　 二　　　 ‥　　　　　　　　　　 二　　

し　　
厂

ア　 本 件 処 分 （ １ ） に つ い て　　　 ◇　　　　　　　　
ト

ダ　
法 第24 条 第 丿 項 は

、 保 護 の 面 蚰 の 申 請 が あ っ た 場 合 、 保 護 。 要 否 、
種 類 、 程 度 及 び 方 法 に っ い て 決 定 す る 旨 規 定 し

、 同 条 第 ５ 項 で 、 保 護
の 変 更 の 申 請 の 場 合 も1 同 条 第 ｉ 項 を 準 用 す る 旨 規 定 し て い る 。＼ま た 、こ れ ら の 申 請 後30 日 以 内 に 決 定 の 通 知 が な い 場 合 は 、 申 請 は 却 下 さ れ
た と み な せ る 除 、 同 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 ４ 順 に 規 定 さ れ
て い る 。 し か し 、 世 帯 の 構 成 の 異 動 に つ い て は

、 法 第61 条 の 規 定 に よ
る 届 出 事 項 で あ る 旨 記 載 さ れ て い る 。　　　　　　　　　　　　　 レ
同 条 坏）趣 旨 か ら 、 請 求 人 の 行 っ た 世 帯 認 定 め 見 直 し を 求 め る 旨 の 保

護 変 更 申 請 は 、･法 第24 条 第 ５ 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 １ 項 の 規 定 に
よ る 保 護 変 更 申 請 に は 該 当 せ ず

、届 出 が な さ れ た も の と 觧 さ れ る の で
、

、 そ も そ も 同 条 第 ４ 項 は 適 用 さ れ な い 。　　　　　　　　　　　 卜

/よ っ て 、 本 件 処 分 （ １ ）: は 存 在 せ ず 、 不 適 法 な 審 査 請 求 で あ る と 認
Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　・　　　　　　　　　　１め ら れ る 。　　゛　　　　　　　 。　　　　　 十　　　 ／　　　　犬　　　　　　　　　　　 ／

イ　 本 件 処 分 （2y ） に つ い て　 づ　 っ　　　　　　　 し
！ 法 第14 条 は

、 住 宅 扶 助 は 、 困 窮 の た め 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 す
る こ

＼と が で き な い 者 に 対 し て 住 居 の 範 囲 内 に お い て 行 わ れ る 旨 規 定 し
、「住

居 」 の 範 囲 に つ い て 、’生 活 保 護 法 に よ る 保 護 の 実 施 要 領 に つ い て 「昭

和38 年 ４ 月」｡ 日 厚 生 省 発 社 第246 号 厚 生 省 社 会 局 長 通 知 。 以 下 「 局 長
通 知 」 と い う･。） 第 ７ の ４ の （ Ｊ ） の ア は 、 居 住 す る 住 居 が 借 家 若 し
ぐ は 借 間 で あ っ て 家 賃 を 必 要 一と す る 場 合 に は 家 賃 を 認 定 す べ き 旨 規 定
し て い る 。　　　　　　　　　　　　　　

卜　　 し
そ し て 、 法 第14 条 及 び 局 長 通 知 に 基 づ く 住 宅 扶 助 の 必 要 性 は

、 実 施
機 罌 は 、 常 にﾐ 被 保 護 者 の 生 活 状 態 を 調 査 す る と 規 定 す る 法 第25 条 第

２ 項 及 び 実 施 権 関ｽ の 調 査 の 権 限 に つ い で 定 め た 法 第28 条 φ 褌 旨 か ち
、

請 求 人 の 忝 活 の 実 魍 に よ っ て 判 断 す べ き で あ る 。　　 二

本件において、請求人が現住所め居住継続意思を直ちに示さなかっ
たとしても、現に居住してい 右以上、当分の筒居住を継続する意思を
有すること､ば明=らかであり、また、名義人である夫は賃料を平成1り年
八　卜 ●.丶･.ぶJH. ＼ wtr.バ.ヽ.

。 。。｡--。 － ／ヽ一一７ｙ 凵' に- ｌ 冖／丶μ ゛‾‾「
３ 月 以 降 舞 柄 し て お り レ 夫i こ よ り 実 際 に 賃 料 債 務 が 履 行 さ れ る 可 能 性

は極めて低かったことから'すれば 請求人の住居に係る,需要は肯定で.／　　　　　'. 匸･ ‾ ‾‾ ”' ‾‘' ノ ゛゙ ゛l ゛` .丶　!Jrｌ` ゛j` ／丶 ‘゙́ II ノにll
き 、 実 態 角 に み て 家 賃 扶 助 の 必 要 性 が 認､ め ら れ る ．

：にもかかれらず、処分庁 は、=住居に係る需要が発生していない とし
て、住宅扶 助こを削除しているため、本件処分 （２）は、違法な処分で
ある。　　＼一　　　　　　　　　 づ　　　　　　　　　　　　　I･
な お、▽平成21年10j月9 卜日、処分庁は、諳求人世帯に対し|、平成19 年

β二月一分’から同こ年11 月 分まで の滞納］渝賃分匚三 三コ万円について住宅扶助
費を湶 給する 決定を行い、決 定通知書を請求人宅 に送付ﾉしている。 し
熬し、住聯珠聒が削除されていた平成19 年 ５爿 かち同年1L 月までの間



’ｙ
Ｅ
乱
Ｋ
ｋ

の賃料債務の合計は、2t〕4，400円であり、必要となっていた住宅扶助
費を全て支給したと評価することはできないことから、請求の利益は、
いまだ消滅していないものと認めちれる。　　　　　　＼　　 二
ウ　以上に､より、処分庁がなした請求人に対する本件処分（１）につl,ヽ
T（ は、処分自体がないとし、ご本件処分△（２）については取り消すべき
厂瑕疵があると認め、行政不服審査法（昭和37年法律第160 号）第40条
第１項及び第３項の規定により、卜主文のとおり裁決するＯ’　　　　゛･

平成24年３月30 日

京･ 都 府卜知 事 山卜田 啓

卜 なお 、 こ の裁決 の却 下部分 につ い て不 服 があ る とき は、こ の裁決 があっ た
こ とを知っ た 日の翌 日か ら起算 し てSO 日以 内 に 厚 生 労 働 大 臣に 対 し て 再 審 査
請 求を す るこ とがで きます、 ノ　　 十　 十　 ………　　　

上 卜　　 し
また 、 この裁 決 の却 下部分 につ いて 不 服 があ るとき は、 この裁 決 があ づ た

こ とを 知っ た 日の翌丿日か ら起算 し て ６箇月 以 内 に、京 都府 を被 告 として （訴 １
訟 にお い て 京 都府 を代表す る者 は 、京 都 府 知 事 とな ります。） 裁 決 の取 消し
の訴え を京都 地方裁判 所 に提起す ると とができ ます０　　。１　　　　　　　

、　　。･|　　　・
た だ し 、 裁 決 の 取 消 し の 訴 えにお い て 、処分 の違 法を 理 由 として 取罸 し を

求 めるご とは できませ ん。　　し　　　　 ニ　 ユ　　　　　　 ニ
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